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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示） 

第１３１２条 （略） 第１３１２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 上場ベンチャーファンド発行者等は、運用資

産等に関する次の各号に掲げる事項を、３か月

ごとに１回開示しなければならない。 

５ 上場ベンチャーファンド発行者等は、当該上

場ベンチャーファンドの１口当たり純資産額

を、週１回開示しなければならない。 

（１） 上場後５年以内の株券等、上場後５年

以内の継続保有株券等及び上場後５年を経過

した継続保有株券等の銘柄 

（新設） 

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産の

発行者の概要 

（新設） 

（３） 直近の運用状況及び短期的な運用方針 （新設） 

（４） 上場後５年を経過した継続保有株券等

の保有理由及び運用方針 

（新設） 

（５） 当該上場ベンチャーファンドの１口当

たり純資産額 

（新設） 

６ 前項の規定にかかわらず、上場ベンチャーフ

ァンド発行者等は、施行規則で定める場合に

は、施行規則で定める期間中、同項第１号から

第４号までに掲げる事項を、月１回開示しなけ

ればならない。 

６ 上場ベンチャーファンド発行者等は、運用資

産等に関する次の各号に掲げる事項を、月１回

開示しなければならない。 

（削る） （１） 上場後５年以内の株券等、上場後５年

以内の継続保有株券等及び上場後５年を経過

した継続保有株券等の銘柄 

（削る） （２） 未公開株等及び未公開株等関連資産の

発行者の概要 

（削る） （３） 直近の運用状況及び短期的な運用方針 

（削る） （４） 上場後５年を経過した継続保有株券等

の保有理由及び運用方針 

７～１０ （略） ７～１０ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年３月２９日から施

行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い） 

第１３０５条 （略） 第１３０５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第１３０５条第２号ａに規定する運用資

産等の総額に占める未公開株等、上場後５年以

内の株券等、上場後５年以内の継続保有株券等

及び上場後５年を経過した継続保有株券等への

投資額として施行規則で定める金額の比率が７

０％以上となり、かつ、未公開株等投資額に占

める未公開株等及び上場後５年以内の継続保有

株券等への投資額として施行規則で定める金額

の比率が５０％以上となる見込みのあることと

は、次の各号のいずれかに適合していることを

いうものとする。 

４ 規程第１３０５条第２号ａに規定する未公開

株等投資額の比率が７０％以上となり、かつ、

未公開株等投資額に占める未公開株等への投資

額の比率が５０％以上となる見込みのあること

とは、次の各号のいずれかに適合していること

をいうものとする。 

（１） 上場申請時において、未公開株等投資

比率（規程第１３０５条第２号ａに規定する

未公開株等投資比率をいう。以下同じ。）が

７０％以上であり、かつ、特定未公開株等投

資比率（同ａに規定する特定未公開株等投資

比率をいう。以下同じ。）が５０％以上であ

ること 

（１） 上場申請時において、運用資産等の総

額に占める未公開株等投資額の比率が７０％

以上であり、かつ、未公開株等投資額に占め

る未公開株等への投資額の比率が５０％以上

であること 

（２） 新規ベンチャーファンド上場申請者が

次のａ及びｂに掲げる書類を上場申請時に提

出した場合において、上場後６か月以内に未

公開株等投資比率が７０％以上になり、か

つ、特定未公開株等投資比率が５０％以上と

なる見込みのあること。 

（２） 新規ベンチャーファンド上場申請者が

次のａ及びｂに掲げる書類を上場申請時に提

出した場合において、上場後６か月以内に運

用資産等の総額に占める未公開株等投資額の

比率が７０％以上になり、かつ、未公開株等

投資額に占める未公開株等への投資額の比率

が５０％以上となる見込みのあること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

５～８ （略） ５～８ （略） 

  

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開示

の取扱い） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開示

の取扱い） 

第１３２６条 （略） 第１３２６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第１３１２条第５項各号に掲げる事項

は、別添８「運用資産に係る書面の記載要領」

に基づき、作成した書面により開示するものと

する。 

４ 規程第１３１２条第５項に規定する１口当た

り純資産額及び同条第６項各号に規定する事項

は、別添８「運用資産に係る書面の記載要領」

に基づき、作成した書面により開示するものと

する。 

５ 規程第１３１２条第６項に規定する施行規則

で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をい

い、同項に規定する施行規則で定める期間と

（新設） 
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は、当該各号に掲げる場合の区分に従い、当該

各号に定める期間をいう。 

（１） 第１３０５条第４項第２号に適合する

ことにより規程第１３０５条第２号ａに適合

して上場した場合 

上場日から未公開株等投資比率が７０％以

上になり、かつ、特定未公開株等投資比率が

５０％以上となる日までの期間 

 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人に係る営業期間の

末日において、未公開株等投資比率が７０％

未満又は特定未公開株等投資比率が５０％未

満となった場合（第１３２９条第１０項第２

号に定める場合を除く。） 

同項第１号に規定する猶予期間 

 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

  

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準の取扱い） 

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準の取扱い） 

第１３２９条 （略） 第１３２９条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第１３１８条第１項第２号ただし書に規

定する施行規則で定める場合とは、次の各号の

いずれかに該当する場合をいう。 

４ 規程第１３１８条第１項第２号ただし書に規

定する施行規則で定める場合とは、次の各号の

いずれかに該当する場合をいう。 

（１） 次のａからｃまでのいずれにも該当す

る場合 

（１） 次のａからｃまでのいずれにも該当す

る場合 

ａ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人からその資産の運

用に係る業務の委託を受けた資産運用会社

（以下「ベンチャーファンド資産運用会

社」という。）が行っていた業務が他の資

産運用会社に引き継がれること（ベンチャ

ーファンド資産運用会社が合併等（合併又

は第１３２６条第７項に掲げる行為をい

う。以下この号において同じ。）を行った

場合又はベンチャーファンド資産運用会社

において親会社の異動が生じた場合は、当

該合併等の当事者である資産運用会社又は

当該親会社の異動が生じたベンチャーファ

ンド資産運用会社において当該上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド発

行投資法人の資産の運用に係る業務が引き

続き行われること。）。 

ａ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人からその資産の運

用に係る業務の委託を受けた資産運用会社

（以下「ベンチャーファンド資産運用会

社」という。）が行っていた業務が他の資

産運用会社に引き継がれること（ベンチャ

ーファンド資産運用会社が合併等（合併又

は第１３２６条第６項に掲げる行為をい

う。以下この号において同じ。）を行った

場合又はベンチャーファンド資産運用会社

において親会社の異動が生じた場合は、当

該合併等の当事者である資産運用会社又は

当該親会社の異動が生じたベンチャーファ

ンド資産運用会社において当該上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド発

行投資法人の資産の運用に係る業務が引き

続き行われること。）。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

５～９ （略） ５～９ （略） 
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１０ 規程第１３１８条第２項第１号に掲げる基

準の審査については、次の各号に掲げるとおり

取り扱うこととする。 

１０ 規程第１３１８条第２項第１号に掲げる基

準の審査については、次の各号に掲げるとおり

取り扱うこととする。 

（１） 規程第１３１８条第２項第１号に規定

する１年以内に未公開株等投資比率が７０％

以上、かつ、特定未公開株等投資比率が５

０％以上とならないときとは、猶予期間内に

おいて、未公開株等投資比率が７０％以上、

かつ、特定未公開株等投資比率が５０％以上

とならないときをいうものとする。 

（１） 規程第１３１８条第２項第１号に規定

する１年以内に未公開株等投資比率が７０％

以上、かつ、特定未公開株等投資比率が５

０％以上とならないときとは、猶予期間内に

おいて、未公開株等投資比率（規程第１３０

５条第２号ａに規定する未公開株等投資比率

をいう。以下同じ。）が７０％以上、かつ、

特定未公開株等投資比率（規程第１３０５条

第２号ａに規定する特定未公開株等投資比率

をいう。以下同じ。）が５０％以上とならな

いときをいうものとする。 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

１１～１８ （略） １１～１８ （略） 

１９ 第１３０５条第１項の規定は、規程第１３

１８条第２項に規定する未公開株等投資比率、

特定未公開株等投資比率及び総資産有利子負債

比率の算定において使用する各資産の額につい

て準用する。この場合において、第１３０５条

第１項中「基準営業期間の末日における貸借対

照表（比較情報を除く。）に計上した額その他

の当取引所が適当と認める額」とあるのは「基

準営業期間の末日における貸借対照表（比較情

報を除く。）に計上した額」と読み替えるもの

とする。 

１９ 第１３０５条第１項の規定は、規程第１３

１８条第２項に規定する未公開株等投資額及び

運用資産等の総額の算定において使用する各資

産の額について準用する。この場合において、

第１３０５条第１項中「基準営業期間の末日に

おける貸借対照表（比較情報を除く。）に計上

した額その他の当取引所が適当と認める額」と

あるのは「基準営業期間の末日における貸借対

照表（比較情報を除く。）に計上した額」と読

み替えるものとする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年３月２９日から施

行する。 

 

  

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

Ⅰ 運用資産の状況 Ⅰ 運用資産の状況 

１． （略） １． （略） 

２．未公開株等及び未公開株等関連資産 ２．未公開株等及び未公開株等関連資産 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」という。）

に関する事項 

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」という。）

に関する事項 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 直前連結会計年度（当該直前連結会計

年度の末日以後提出日までの期間におい

て終了する中間連結会計期間（四半期決

ｂ 直前連結会計年度（当該直前連結会計

年度の末日以後提出日までの期間におい

て終了する中間連結会計期間（四半期決
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算を行っている場合は四半期連結会計期

間、第１四半期又は第３四半期のうち提

出日の直前のものをいう。以下同じ。）

がある場合には、当該中間連結会計期間

を含む。以下同じ。）に係る売上高、経

常利益、親会社株主に帰属する当期純利

益、配当総額並びに当該直前連結会計年

度の末日における総資産の額、総負債の

額及び純資産の額を前年同期と比較して

記載することとし、公認会計士等による

監査の有無について注記するものとす

る。 

算を行っている場合は四半期連結会計期

間、第１四半期又は第３四半期のうち提

出日の直前のものをいう。以下同じ。）

がある場合には、当該中間連結会計期間

を含む。）に係る売上高、経常利益、親

会社株主に帰属する当期純利益、配当総

額及び当該直前連結会計年度の末日にお

ける総資産の額、総負債の額及び株主資

本（純資産）の額を前年同期と比較して

記載することとし、公認会計士等による

監査の有無について注記するものとす

る。この場合において、未公開企業が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は、「連結会計年度」とあるのは「事業

年度」と、「中間連結会計期間」とある

のは「中間会計期間」と、「四半期連結

会計期間」とあるのは「四半期会計期

間」と、「親会社株主に帰属する当期純

利益」とあるのは「当期純利益」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。 

ｃ 未公開企業が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合における前ｂの規定の

適用については、「連結会計年度」とあ

るのは「事業年度」と、「中間連結会計

期間」とあるのは「中間会計期間」と、

「四半期連結会計期間」とあるのは「四

半期会計期間」と、「親会社株主に帰属

する当期純利益」とあるのは「当期純利

益」と、それぞれ読み替えるものとす

る。ただし、当該未公開企業が連結財務

諸表を作成している場合であって、上場

ベンチャーファンド発行者等が当該連結

財務諸表に係る記載をすることが適切と

認めたときは、この限りではない。 

（新設） 

ｄ ｂの規定にかかわらず、直前連結会計

年度（前ｃの規定により読み替えて適用

する場合にあっては直前事業年度）及び

前年同期に係る売上高、経常利益、親会

社株主に帰属する当期純利益（同ｃの規

定により読み替えて適用する場合にあっ

ては当期純利益）及び配当総額について

は、記載しない理由を注記する場合に

は、記載しないことができる。 

（新設） 

３．直近の運用状況及び短期的な運用方針 ３．直近の運用状況及び短期的な運用方針 

直前３か月（規程第１３１２条第６項の規定

により月１回開示しなければならない場合にあ

っては、前月）の運用資産の譲渡又は取得の状

況（第１３０５条第４項第２号ａに規定する組

入計画を提出している場合における当該組入計

画の進捗状況及び市場の動向を含む。）及び短

前月の運用資産の譲渡又は取得の状況（第１

３０５条第４項第２号ａに規定する組入計画を

提出している場合における当該組入計画の進捗

状況及び市場の動向を含む。）及び短期的な運

用方針を、未公開株等、未公開株等関連資産、

上場後５年以内の株券等及び上場後５年以内の
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期的な運用方針を、未公開株等、未公開株等関

連資産、上場後５年以内の株券等及び上場後５

年以内の継続保有株券等のそれぞれについて記

載するものとする。 

継続保有株券等のそれぞれについて記載するも

のとする。 

４． （略） ４． （略） 

Ⅱ （略） Ⅱ （略） 

  

 


